
議 長 局 長 次 長 主 幹 局長補佐 書  記

一関市議会 議会運営委員会 記録

会議年月日 令和７年１月９日（木） 

会 議 時 間 開会 午前９時 58 分 閉会 午前 10 時８分 

場 所 全員協議会室 

出 席 委 員 

委員長 佐 藤   浩  副委員長 岩 渕   優 

委 員 岡 田 もとみ   委 員  千 田 恭 平 

委 員 千 葉 大 作   委 員  小野寺 道 雄 

委員外議員 

議 長 勝 浦 伸 行   副議長  千 葉 幸 男 

議 員 武 田 ユキ子 

遅 刻 

早 退 

欠席委員 

遅 刻  なし 

早 退  なし 

欠 席  なし 

事務局職員 
細川事務局次長兼庶務係長、熊谷主幹兼調査係長、栃澤

局長補佐兼議事係長 

出席説明員  菅原総務部長、佐藤課長補佐兼法規文書係長 

本日の会議に 

付した事 件 

 (1) 令和７年第 115 回１月招集会議の運営について 

 (2) その他 

議事の経過 別紙のとおり 

一関市議会委員会条例第 29 条の規定により、ここに署名する。
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議会運営委員会記録 

令和７年１月９日 

（ 午前９時 58分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は６名であります。 

全員の出席ですので、これより議会運営委員会を開会します。 

本日の会議には当局より総務部長の出席を求めました。 

録画、録音、写真撮影を許可していますので、御了承願います。 

本日の案件は御案内のとおりです。 

第 115 回１月招集会議の付議事件等について事務局から説明させます。 

細川事務局次長。 

事務局次長：それでは、第 115 回１月招集会議の付議事件等について御説明いたします。 

(1)市長提案は２件です。 

内訳は、和解及び損害賠償に関する専決処分の報告が１件、補正予算が１件です。 

資料の１ページに、議案件名表を添付しております。 

詳細につきましては、この後、総務部長から説明があります。 

次に、(2)議員発議は１件です。 

件名、提出者につきましては、記載のとおりで、資料の３ページに添付しております。 

次に、(3)討論通告でありますが、請願第６号に対する賛成討論、反対討論が１件ずつ

です。 

次に、(4)請願審査終了報告は１件です。 

12 月通常会議において、教育民生常任委員会に審査を付託した請願第６号の審査終了

報告であります。 

審査結果は、採択すべきものとの報告です。 

次に、(5)陳情ですが、昨日正午までに受理した陳情は２件で、件名、提出者は記載の

とおりです。 

陳情につきましては、１月 10日の本会議において、議場配付となります。 

なお、請願は１月８日正午までに受理した案件はございませんでした。 

付議事件等につきましては、以上です。 

委員長 ：次に、市長提出議案について、総務部長から説明願います。 

菅原総務部長。 

総務部長：それでは、令和７年市議会定例会第 115 回１月招集会議の提出議案件名表を御覧願い

たいと思います。 

提出議案につきましては、ただいま議会事務局次長から説明のありましたとおり報告、

こちら専決処分の報告となりますが、専決処分の報告１件、補正予算１件であります。 
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それでは、議案の概要を説明いたします。 

報告第１号、自動車事故に係る和解及び損害賠償に関する専決処分の報告については、

自動車事故に係る和解及び損害賠償に関し、損害を与えた相手方との和解及び賠償すべ

き額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであります。 

議案第１号、令和６年度一関市一般会計補正予算（第 12号）については、住民税非課

税世帯等支援給付金給付事業費の増額、中山間地域等直接支払交付金等返還金の追加な

ど所要の補正をしようとするものでありますが、主な事業内容について、補正予算の概

要により説明をいたします。 

補正予算の概要の２ページをお開き願います。 

２款１項３目企画費の駅東工場跡地管理運営法人設立出資金につきましては、一ノ関

駅東口工場跡地の管理運営を担う法人の設立に当たり、設立時における出資者の変更に

伴い、出資金を増額しようとするものであります。 

３款１項１目社会福祉総務費の会計年度任用職員給与費につきましては、12 月通常会

議の補正予算（第 11号）で計上しました住民税非課税世帯等支援給付金給付事業費の給

付業務に係る事務補助職員７人分の人件費について、国の物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金、こちらの充当が見込めることから、財源振替を行うものであります。 

次の住民税非課税世帯等支援給付金給付事業費につきましては、低所得世帯への支援

策として、令和６年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対し、１世帯につき３万

円の給付金を、子供加算として、当該世帯の世帯員である 18 歳以下の児童１人につき２

万円の給付金を給付するため、増額しようとするものであり、補正予算（第 11号）で計

上した冬季間における灯油購入費などの暖房費に係る給付金と合わせて、年度内の給付

を見込むものであります。 

また、財源には物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を見込んだところでありま

すが、補正予算（第 11 号）に計上した冬季間における灯油購入費などの暖房費に係る給

付金及びこれらの事務費に対しても、交付金の充当が見込めますことから、併せて財源

振替をするものであります。 

６款１項２目農業総務費の中山間地域等直接支払交付金等返還金につきましては、中

山間地域等直接支払交付金事業などにおいて、交付金の交付対象とならない農用地に対

して交付金を交付していたことから、国及び県から交付を受けた交付金等を国及び県に

返還しようとするものであります。 

議案の説明については、以上であります。 

このほか市長からの行政報告をしたいので、御配慮をお願いいたします。 

説明については以上です。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ：質疑を行います。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で質疑を終わります。 
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次に、審議要領等について事務局から説明願います。 

細川事務局次長。 

事務局次長：２の審議要領等につきまして御説明申し上げます。 

資料の２ページの議事日程（案）及び別紙の審議区分案を併せて御覧ください。 

開会に続き、議長及び市長が挨拶を述べ、諸般の報告を行います。 

議事に入りまして、日程第１、会議録署名議員の指名でありますが、４番、千葉栄生

議員、20番、沼倉憲二議員となります。 

次に、日程第２、会期の決定でありますが、令和７年一関市議会定例会の会期は、１

月 10日から 10月８日までの 272 日間といたします。 

次に、日程第３、会議期間の決定でありますが、第 115 回１月招集会議の会議期間は

１月 10 日の１日間とします。 

次に、日程第４、請願第６号を議題とし、委員長の報告の後、質疑、討論、採決を行い

ます。 

次に、日程第５、報告第１号を議題とし、報告を求め、質疑を行い、採決は行いませ

ん。 

次に、日程第６、議案第１号を議題とし提案理由及び補足説明を求め、質疑の後、委

員会付託を省略し、討論、採決を行います。 

次に、日程第７、発議第１号を議題とし提案理由を求め、質疑、討論、採決を行いま

す。 

以上が、１月 10 日の議事日程の案であります。 

なお、請願第６号、議案第１号、発議第１号に対する討論についても、事前に通告し

ていただきますので、討論される場合は、本日の午後４時までに通告をお願いいたしま

す。 

審議要領等については以上であります。 

よろしく御協議をお願いします。 

委員長 ：質疑を行います。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で質疑を終わります。 

審議要領等についてはただいまの説明のとおりとすることに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、ただいまの説明のとおり運営することといたします。 

菅原総務部長にはお忙しいところ御出席いただき、ありがとうございました。 

     （総務部長退室） 
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委員長 ：次に、３のその他に入ります。 

委員の皆さんから何かございますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、その他を終わります。 

以上で予定した案件の協議を終わりました。 

本日の協議事項につきましては各会派等へお持ち帰りの上、御報告をお願いします。 

以上で、本日の委員会を終了いたします。 

お疲れ様でした。 

（ 午前 10時８分 終了 ） 


